
号

外

八�
令

和

七

年

三

月
三
十
一
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則

(

建
築
指
導
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
九
号

岐
阜
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則

岐
阜
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

の
全
部
を
改
正

す
る
。

目
次第

一
章

総
則(

第
一
条
―
第
三
条)

第
二
章

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
内
に
お
け
る
規
制(

第
四
条
―
第
十
六
条)

第
三
章

特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
規
制(

第
十
七
条
―
第
三
十
一
条)

第
四
章

雑
則(

第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条)

附
則

第
一
章

総
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。

以
下｢
法｣

と
い
う
。)

、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令(

昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十

六
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

及
び
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則(

昭
和
三

十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下｢

省
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

(

用
語
の
意
義)
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第
二
条

こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
法
、
政
令
及
び
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
証
明
書
等
の
様
式)

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項(

法
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
と
お
り
と
す

る
。

２

法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
許
可
証
の
様
式
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
章

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
内
に
お
け
る
規
制

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
の
申
請
の
手
続)

第
四
条

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域
を
工
区

に
分
け
た
と
き
は
、
省
令
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
類
に
当
該
工
区
の
位
置
、
区
域
及
び
規
模
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
の
申
請
の
添
付
書
類)

第
五
条

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
二
項
第
八
号
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

土
地
の
同
意
状
況
調
査
書(

別
記
第
三
号
様
式)

二

契
約
書
の
写
し
又
は
同
意
書
及
び
印
鑑
証
明
書(

同
意
書
に
記
名
押
印
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

限
る
。)

２

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
十
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

申
請
に
係
る
土
地
の
公
図
の
写
し

二

申
請
に
係
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

三

申
請
に
係
る
土
地
の
求
積
図

四

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
排
水
施
設
の
構
造
図
及
び
流
量
計
算

書
五

工
事
主
に
必
要
な
資
力
及
び
信
用
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

工
事
主
が
、
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
税
の
納
税

証
明
書
及
び
事
業
経
歴
書
、
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
税
証
明
書

ロ

暴
力
団
等(

岐
阜
県
暴
力
団
排
除
条
例(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
四
号)

第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又
は
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
を
い
う
。)

に
該

当
し
な
い
旨
の
誓
約
書(

別
記
第
四
号
様
式)

六

工
事
施
行
者
に
必
要
な
能
力
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

工
事
施
行
者
が
、
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は

住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

名
称
若
し
く
は
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
若
し
く
は
住
所
を
証
す
る
書
類

ロ

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
三
条
第
一
項
の
許
可(

当
該
工
事
を
完
了
す

る
た
め
に
必
要
な
建
設
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ

工
事
施
行
者
の
事
業
経
歴
書

七

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(

擁
壁
等
の
代
替)

第
六
条

知
事
は
、
政
令
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
土
地
に
お
い
て
、
政
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
擁
壁
又
は
政
令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
崖
面

崩
壊
防
止
施
設
の
設
置
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
工
法
に
よ
る
措
置
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

石
積
み
工

二

編
柵

し
が
ら
工
、
筋
工
又
は
積
苗
工

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
適
当
と
認
め
た
工
法

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
不
許
可
の
通
知)

第
七
条

法
第
十
四
条
第
二
項(

法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定

す
る
不
許
可
の
処
分
の
通
知
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
不
許
可
通
知
書(

別
記
第
五
号
様

式)

に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議)

第
八
条

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書(

別
記
第

六
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
条
第
一
項
各
号(

第
五
号
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
二
号

を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
第
五
条
第
二
項
各
号(

第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書(

別
記
第
七
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
条
第
二

項
各
号(
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
第
五
条
第

二
項
各
号(
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
し
よ
う
と
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す
る
者
は
、
当
該
協
議
に
係
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は
、

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
当
該
工
区
の
位
置
、
区
域
及
び
規
模
を

明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
の
通
知
は
、
当
該
各
項
に
規
定
す
る
協
議
書
の
副

本
に
所
要
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
許
可
の
申
請)

第
九
条

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事

項
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

省
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
の
新
旧
を
対
照
し
た

書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
届
出)

第
十
条

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書(

別
記
第
八
号
様
式)

を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
協
議)

第
十
一
条

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又

は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書(

別
記
第
九
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
条
第
一
項
各

号(

第
五
号
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条

第
二
項
各
号(

第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係

る
事
項
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更

協
議
書(

別
記
第
十
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
条
第
二
項
各
号(

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第

十
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条
第
二
項
各
号(

第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲

げ
る
書
類
の
う
ち
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も

の
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
届
出)

第
十
二
条

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
た
者
は
、
当
該
工
事
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等

工
事
廃
止
届
出
書(

別
記
第
十
一
号
様
式)

の
ほ
か
、
土
地
の
平
面
図
及
び
断
面
図
並
び
に
当
該
工

事
が
行
わ
れ
て
い
る
土
地
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
完
了
検
査
及
び
確
認
の
手
続)

第
十
三
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
検
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
四
十
条
の
完
了
検
査

申
請
書
に
、
盛
土
又
は
切
土
を
し
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
付
し

て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
七
条
第
一
項
の
検
査
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
は
、
法
第
十
二

条
第
一
項
の
許
可
を
工
区
に
分
け
て
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
工
区
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
十
七
条
第
四
項
の
確
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
四
十
三
条
の
確
認
申
請
書
に
、

土
石
の
堆
積
を
行
っ
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
付
し
て
、
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
十
七
条
第
四
項
の
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
は
、
法
第
十
二

条
第
一
項
の
許
可
を
工
区
に
分
け
て
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
工
区
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
中
間
検
査
の
手
続)

第
十
四
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
工
事
に
係
る
法
第
十
八
条
第
一
項
の
検
査
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付
は
、
当
該
許
可
を
工
区
に
分
け
て
行
っ
た
と
き

は
、
当
該
工
区
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告)

第
十
五
条

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書(

別
記
第
十
二
号
様
式)

に
、
省
令
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書(

別

記
第
十
三
号
様
式)

に
、
省
令
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
届
出
等)

第
十
六
条

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
五
十
五
条
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の
届
出
書
に
、
位
置
図
、
土
地
の
平
面
図
及
び
断
面
図
並
び
に
除
却
の
工
事
を
行
お
う
と
す
る
箇
所

の
写
真
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
五
十
六
条
の
届
出

書
に
、
位
置
図
及
び
土
地
の
平
面
図
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
工
事
の
変
更
届
出
書(

別
記
第
十
四
号
様
式)

に
、
当
該
変

更
に
係
る
事
項
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
規
制

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
届
出)

第
十
七
条

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
省
令
第
五
十
八
条
各
項
に
規
定
す
る
届
出
書
及

び
書
類
に
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
届
出)

第
十
八
条

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事

項
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
省
令
第
六
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
の
新

旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
の
申
請
の
手
続)

第
十
九
条

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第

三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の

堆
積
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は
、
省
令
第
六
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
当
該
工
区
の
位
置
、
区
域
及
び
規
模
を
明
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
の
申
請
の
添
付
書
類)

第
二
十
条

省
令
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
第
五

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

(

擁
壁
等
の
代
替)

第
二
十
一
条

知
事
は
、
政
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
に
お
い
て
、
政
令
第
八
条
の
規
定
に
よ

る
擁
壁
又
は
政
令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
の
設
置
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る

工
法
に
よ
る
措
置
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

石
積
み
工

二

編
柵
工
、
筋
工
又
は
積
苗
工

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
適
当
と
認
め
た
工
法

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
不
許
可
の
通
知)

第
二
十
二
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項(

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
不
許
可
の
処
分
の
通
知
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
不
許
可
通
知
書(

別
記
第

五
号
様
式)

に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議)

第
二
十
三
条

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書(

別
記
第
六
号
様

式)

に
、
省
令
第
七
条
第
一
項
各
号(

第
五
号
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
第
五
条
第
二
項
各
号(

第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書(

別
記
第
七
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
条
第

二
項
各
号(

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
第
五
条

第
二
項
各
号(

第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
協
議
に
係
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

の
施
行
区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

に
当
該
工
区
の
位
置
、
区
域
及
び
規
模
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
の
通
知
は
、
当
該
各
項
に
規
定
す
る
協
議
書
の
副

本
に
所
要
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
許
可
の
申
請)

第
二
十
四
条

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
省
令
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
の
新

旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
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は
、
省
令
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
の
新
旧
を
対
照

し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
届
出)

第
二
十
五
条

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書(

別
記
第

八
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
協
議)

第
二
十
六
条

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定

盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書(
別
記
第
九
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
条
第
一
項
各
号(

第

五
号
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条
第
二
項

各
号(

第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
計

画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
の
新
旧
を
対
照

し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の

変
更
協
議
書(

別
記
第
十
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
条
第
二
項
各
号(
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及

び
第
十
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条
第
二
項
各
号(

第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ

る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
届
出)

第
二
十
七
条

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、

当
該
工
事
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
工
事
廃
止
届
出

書(

別
記
第
十
一
号
様
式)

の
ほ
か
、
土
地
の
平
面
図
及
び
断
面
図
並
び
に
当
該
工
事
が
行
わ
れ
て

い
る
土
地
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
完
了
検
査
及
び
確
認
の
手
続)

第
二
十
八
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
検
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
七
十
条
の
完
了

検
査
申
請
書
に
、
盛
土
又
は
切
土
を
し
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添

付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
検
査
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
は
、
法
第
三

十
条
第
一
項
の
許
可
を
工
区
に
分
け
て
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
工
区
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
確
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
七
十
三
条
の
確
認
申
請
書

に
、
土
石
の
堆
積
を
行
っ
た
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
付
し
て
、
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
は
、
法
第
三

十
条
第
一
項
の
許
可
を
工
区
に
分
け
て
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
工
区
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
中
間
検
査
の
手
続)

第
二
十
九
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
工
事
に
係
る
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
検
査
及

び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付
は
、
当
該
許
可
を
工
区
に
分
け
て
行
っ
た

と
き
は
、
当
該
工
区
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告)

第
三
十
条

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る

工
事
の
定
期
報
告
書(

別
記
第
十
二
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を

添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書

(

別
記
第
十
三
号
様
式)

に
、
省
令
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
届
出
等)

第
三
十
一
条

法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
八
十
五
条

の
届
出
書
に
、
位
置
図
、
土
地
の
平
面
図
及
び
断
面
図
並
び
に
除
却
の
工
事
を
行
お
う
と
す
る
箇
所

の
写
真
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
八
十
六
条
の
届
出
書

に
、
位
置
図
及
び
土
地
の
平
面
図
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
四
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
工
事
の
変
更
届
出
書(

別
記
第
十
四
号
様
式)

に
、
当
該
変
更

に
係
る
事
項
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

雑
則
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(
宅
地
造
成
等
適
合
証
明
書
の
交
付
の
申
請)

第
三
十
二
条

省
令
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
等

適
合
証
明
書
交
付
申
請
書(

別
記
第
十
五
号
様
式)

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
に
係
る
土
地
の
公
図
の
写
し

二

申
請
に
係
る
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真

三

位
置
図

四

申
請
に
係
る
土
地
の
現
況
図

五

申
請
に
係
る
土
地
の
平
面
図

六

申
請
に
係
る
土
地
の
断
面
図

七

申
請
に
係
る
土
地
の
求
積
図

八

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(

書
類
の
提
出
部
数)

第
三
十
三
条

法
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
部
数
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必

要
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
許
可
の
申
請
に
係
る
書
類

正
本
二
部
及
び
副
本
一
部

二

前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
の
申
請
に
係
る
書
類

正
本
一
部
及
び
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
書
面
の
数
に
相
当
す
る
数
の
副
本

三

そ
の
他
の
書
類

正
本
一
部

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第

五
十
五
号)

に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号)

第
八

条
第
一
項
本
文
の
許
可(

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
経
過
措
置
期
間
の
経
過
前
に
さ
れ
た
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十

九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
含
む
。)

を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
当
該
許
可
に
係
る
宅
地
造

成
に
関
す
る
工
事
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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